
 

注 意 事 項 

    

交付決定通知書を受け取られた補助事業者のご担当者様へ 

    

今後、事業が完了し、各補助事業者から提出された完了実績報告についてみんな安心住まいサ

ポートセンターで確認した後、交付する補助金額の確定通知を各補助事業者に送付するとともに、

補助金の支払いを行うこととなります。交付決定を受けられた各補助事業者におかれましては、

改めて下記事項についてご注意いただきたく、ご連絡申し上げます。   

    

記 

    

１ 補助対象について    

（１）完了実績報告上の支出に、使途不明金や交付決定の内容から外れたもの等、本事業の目的

に照らして適切ではない支出が確認された場合、その分については、補助金が交付されない

場合があります。また、他の補助事業で補助を受けた支出については、本補助事業の対象外

です。 

（２）成果報告書の内容が事業目的に合致しないと審査された場合は、補助金が交付されない場

合があります。 

（３）補助金の交付対象は実際に実施した業務に要した経費のみとなります。実際に事業を実施

した結果、交付決定時に見込んでいた金額より少ない経費で事業が進捗または終了した場合

は、交付決定額ではなく実際に実施した業務に要した経費を対象として完了実績報告を作成

してください。 

また、本事業以外の業務にも従事している者に対する人件費・賃金を補助対象とする場合は、

本事業に係る業務とそれ以外の業務を整理した上で、本事業に係る業務分のみについて完了

実績報告を作成してください。 

（４）交付決定日以後に実施された業務が補助の対象です。 

 

 

２ 補助事業の完了後の提出書類 

 補助事業者は、補助事業の完了後、完了実績報告書及び成果報告書を提出する必要があります。

その際、下記に従い必要な添付資料をあわせて提出してください。   

（１）完了実績報告書 

・指定フォーマットで作成すること。 

・以下の書類を添付すること 

 ①支出証憑   

ア【人件費・賃金】給与の金額・従事内容がわかる労働条件通知書や雇用契約書の写し、賃金

台帳や勤務記録等、月別集計表（指定様式１）   

※事業期間・本補助事業への従事割合で按分すること。   

イ【旅費】内容・目的・移動の日付・金額が分かる一覧表（指定様式２）      



 

  ※公共交通機関利用の交通費、宿泊費、高速道路料金、駐車場利用料等の実費を対象とす

る。 

※自動車等の燃料費（ガソリン代）は需用費で計上すること。 

ウ【需用費】内容・日付又は期間・金額が分かる一覧表（指定様式２）   

※事業期間内外の切り分けや本補助事業以外の事業との切り分けが困難な項目については、

事業期間・本補助事業に充当された割合で按分すること。 

※光熱水費は、補助対象事業のみに使用している事務所や相談窓口に係るもののみが対象。

エ【役務費】内容・日付又は期間・金額が分かる一覧表（指定様式２）   

※事業期間内外の切り分けや本補助事業以外の事業との切り分けが困難な項目については、

事業期間・本補助事業に充当された割合で按分すること。 

オ【使用料及び賃借料】内容・日付又は期間・金額が分かる一覧表（指定様式２）  

※事業期間内外の切り分けや本補助事業以外の事業との切り分けが困難な項目については、

事業期間・本補助事業に充当された割合で按分すること。 

※賃料は、補助対象事業のみに使用している事務所や相談窓口に係るもののみが対象。 

カ【委託費】契約の金額及びうち補助対象とする金額・期間・業務内容が分かる一覧表（指定

様式２）、契約書等の写し   

※事業期間で按分することを原則とする。業務が集中する時期がある等、事業期間による

按分が適当でない場合は、按分の考え方を説明すること。 

※「契約書等」とは、委託契約書または発注書や請求書を指す。これらに該当する書類が

ない場合は、見積金額の分かる書類を業務期間及び業務内容の説明とあわせて提出する

こと。 

（２）成果報告書 

 ・別途送付した参考様式に示す内容を基本とし、以下の内容を含めること。 

 ＜共通項目＞ 

① 事業概要（設定した課題、実施体制、取組内容） 

② 入居者、連携主体等の各者における費用負担 

③ 取組の成果（入居者、連携主体等の各者に対する効果及び事業全体としての成果） 

④ 今後の課題・対応等の展望 

 ＜居住サポート住宅として取り組む場合＞ 

⑤ 収支計画 

⑥ 居住サポート（安否確認・見守り・福祉サービスへつなぐ取組）の体制・方法・頻度・価

格 

⑦ 契約内容（入居契約における居住サポートの提供の位置付けを含む。） 

⑧ 居住サポート住宅事業の対象となる住宅で生活することが難しくなった入居者の行き

先・転居先（具体の物件を用いた場合は）物件の詳細 

⑨ 地方公共団体や居住支援協議会との連携内容 

⑩ （モデル事業とは別の事業や補助金等を活用している場合）居住サポート住宅事業を行

う者が法人として他に活用している国や地方公共団体の事業や補助金等の内容  

⑪ その他、別途事業成果が確認できる書類 



 

３ 補助事業者の責務 

（１）支出証憑等の保管について 

補助対象とする全ての支出について、領収書等の支出の記録は 10年間保存し、国やサポー

トセンターの求めがあった場合すみやかに提供できるよう継続的な管理を徹底してくださ

い。（補助金の使途として不適切な支出が認められた場合、後年度であっても補助金返還が命

じられる場合があります。） 

（２）事業に関する情報提供について 

本事業及びその後の状況に関して国が調査等を行う際には、アンケートやヒアリング等に

ご協力ください。 


